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文 教 上 下 水 道 常 任 委 員 会 記 録 
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１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 
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  委  員 弘  豊 委  員 三好 俊範   委  員 嶋野浩一朗 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森 山 一 正  教育長 箸尾谷知也 

教育次長兼教育総務部長 北 野 人 士  次世代育成部長 小 林 寿 弘    

同部参事兼子育て支援課長 石原幸一郎  こども教育課長 浅 田 明 典 

上下水道部長 山 口  猛  同部参事兼経営企画課長 末 永 利 彦   

同部参事兼料金課長 林  彰 彦  水道施設課長 樫 本 宏 充 

下水道事業課長 江 草 敏 浩 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局参事兼局次長 岩見賢一郎  同局書記 速 水 知 沙 

 

１．審査案件（審査順） 

  議案第６９号 平成３０年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分 

  議案第８９号 指定管理者指定の件（摂津市立第１児童センター） 

  議案第９０号 指定管理者指定の件（摂津市立児童発達支援センター） 

  議案第９４号 摂津市立児童発達支援センター条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第７０号 平成３０年度摂津市水道事業会計補正予算（第１号） 

  議案第７１号 平成３０年度摂津市下水道事業会計補正予算（第２号） 

議案第９３号 摂津市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例制定の

件所管分  



- 2 - 

（午前９時５８分 開会） 

○安藤薫委員長 ただいまから文教上

下水道常任委員会を開会いたします。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 本会議に引き続きまして、文教上下水

道常任委員会をおもちいただきまして、

ありがとうございます。きょうは、きの

うの本会議、当委員会に付託されました

案件審査を賜りますけれども、何とぞ慎

重審査の上ご可決賜りますよう、よろし

くお願いいたします。 

○安藤薫委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、嶋野委

員を指名いたします。 

 審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前 ９時５９分 休憩） 

（午前１０時    再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 議案第６９号所管分の審査を行いま

す。 

 本件については、補足説明を省略し質

疑に入ります。 

 水谷委員。 

○水谷毅委員 おはようございます。 

 それでは、質問をさせていただきたい

と思います。 

 まず、通所支援等金負担金でございま

すけども、今回、補正に加わったという

ことで、国・府の流れもあるかと思うん

ですけども、その背景と本市の取り組み

についてお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 それから、保育対策総合支援事業費補

助金がございますけども、事前の説明の

中で、私立の幼保園に対するある意味で

業務の効率化ということでお伺いして

おりますけども、その内容についてお聞

かせください。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 まず、通所給

付費についてでございます。今回、補正

予算で４，９２０万６，０００円の計上

をさせていただいております。こちらの

ほうにつきましては、今、サービス事業

としまして、児童発達支援事業であった

り、保育所等訪問支援事業、また、放課

後等デイサービス等を行っております。

その中でも、特にここ数年放課後等デイ

サービスの事業の伸びが大きくなって

おりまして、今回も当初予算で約３億４，

０００万円ほど計上のほうをさせてい

ただいたんですが、前年度比と比べまし

てかなりの伸びが見込まれ、今の状況で

１０月までの経過、数字を見ますと、最

終的には決算見込み３億８，０００万円

程度までいくんではないかということ

で、今回、４，９００万円の諸経費の増

額の補正予算を上げさせていただいて

おるところでございます。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、こど

も教育課にかかわりますご質問にお答

えいたします。 

 業務効率化推進事業でございますけ

れども、保育士の業務負担の軽減のため

に民間の保育所等で保育支援システム

を導入する際に、その経費の一部を補助
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するものでございます。この保育支援シ

ステムでございますけれども、登校園の

管理、それから延長保育料の自動計算、

請求書の作成、その他指導案や保育日誌

の作成、台帳機能などを備えておりまし

て、日々の保育の効率化を図ることで、

保育士の業務負担の軽減を図るもので

ございます。 

 なお、国の補助がございまして、保育

対策総合支援事業費として上限１００

万円で、補助率が２分の１ということで、

国の補助が受けられます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 先ほどの答

弁とあわせまして、歳入についてですけ

ども、補正額に対しまして国庫負担金の

ほうが２分の１、府負担金のほうが４分

の１となっておりますので、それぞれ国

庫負担金のほうで２，４６０万３，００

０円、府負担金のほうで１，２３０万２，

０００円の補正予算の計上をさせてい

ただいております。 

○安藤薫委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 通所支援等負担金のほ

うですけれども、放課後等デイサービス

とかニーズが非常に高まっているとい

うことで、内容については理解ができま

した。 

 それで、現在、各幼保園等で事前に通

所が必要であるかどうかとか、そういう

気づきの部分で取り組まれていると思

うんですけども、今回、この費用という

のは気づきという部分、あるいは療育を

進めていくという部分で、どのようにこ

の予算が使われていくのか。 

 それから、現状、そういう支援に関し

てのニーズと受け皿が十分に整ってい

るのかについて、お聞かせをいただきた

いというふうに思います。 

 もう一点、保育対策総合支援事業費補

助金でございますけども、民間の幼保園

に対するシステム的な業務効率化等内

容は理解できました。今後、公立のほう

へはどのようにそのシステムを進めて

いくのか、これについてお聞かせくださ

い。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 通所給付費

につきましては、児童発達相談事業のサ

ービスを受けた場合、その分につきまし

ても給付費のほうは支払われることに

なりますので、気づきという部分では、

そこで保護者とどういうふうな療育が

必要か、どういうふうなサービスを受け

ればその子どもにとっていいものにな

るか、そういうところの相談事業、そこ

から放課後等デイサービスのサービス

を受けるであるとか、保育所等訪問支援

事業を受けるであるとか、児童発達支援

事業を受けるであるとか、そういうとこ

ろにつなげてまいります。 

 それぞれの事業サービスにつきまし

ても、今回の通所給付費の対象になって

いるところでございます。 

 ニーズと受け皿につきましては、今、

放課後等デイサービスにつきましては、

市内で１４か所サービスの提供事業所

がございます。実際のところ、市内では

ほぼ定員がいっぱいになっている状況

でございますけども、今、近隣の市にも

お願いをしながら、この放課後等デイサ

ービスにつきましては、通常バスでの送

り迎えがございますので、そういう状況

の中で、近隣市にもお願いをしながら、
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今、サービスのほうを続けておるところ

でございます。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 こども教育課

所管にかかるご質問ということで、公立

園での保育支援システムの導入につい

てでございます。公立保育所等につきま

しては、現在、国の補助がないというよ

うな状況でございます。民間園での導入

実績をもう少し検証させていただいて、

費用対効果が見込めるということであ

れば、導入を検討していきたいというふ

うに考えております。 

○安藤薫委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 通所支援等負担金のほ

うですけども、内容については、理解が

進みました。市内で施設の量的な件につ

いては課題が残っているということで、

認識をされているということでござい

ますけども、最近、我々が想像している

以上に、この支援が必要な子どもが、比

率的ふえてきているんではないかなと

いうふうに感じます。特に幼保園から小

学校に上がったときの小１ギャップ、小

学校に入って授業が落ちついて聞ける

かどうか、この辺の部分に非常にかかわ

ってくる問題でもありますし、長い目で

見れば学力向上、その辺にもつながって

くる課題であると思いますので、気づき

の部分、そしてまた療育を早期に進める

部分で、しっかり今回の予算も有効に使

っていただきたいなというふうに思い

ます。 

 要望とします。 

 もう一点、幼保園の保育支援システム

でございますけども、まず、民間から取

り組まれる、あるいは取り組まれている

という流れだと思います。待機児童の関

連になってきますけども、やはり保育士

の負担軽減という意味でも、こういうシ

ステムを導入してくことによって、過去

に保育士の経験がある方による保育士

の負担軽減を進められる中で、働きやす

い職場という部分では非常に大事なと

ころになってくると思います。 

 そういう意味で、予算のいろんな都合

もあると思うんですけども、保育士の確

保という大きな目から見ても、市として

もしっかりと民間の導入事例を参考に

しながら導入を検討していただいて、子

どもと向き合える時間をしっかりとっ

ていただけるようにお願いしたいこと

を要望して終わります。 

○安藤薫委員長 ほかにございません

か。 

 弘委員。 

○弘豊委員 おはようございます。私の

ほうからも１点だけお聞きしておきた

いと思います。 

 今、水谷委員のほうからもご指摘があ

りました、今回はこども園です。新しく

定員をふやすところで、補正予算書２９

ページに書かれています業務効率化推

進事業費補助金を利用して、業務効率化、

ＩＣＴ機器の導入等に補助を使われる

というようなことです。 

 歳入のほう、補正予算書１４、１５ペ

ージのところで、保育対策総合支援事業

費補助金が設けられているわけですけ

れども、この補助金を充てられるという

ことです。今回はこのＩＣＴ機器のこと

で申請があってこういう補助、交付をし

ていていくということで、この補助金で

保育士の業務効率化対策というふうな

点で言いましたら、このＩＣＴ機器だけ

ではなくて、いろんなメニューがあるか
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と思うんですけれども、そういった点で、

大体市内の民間園とかでやられている、

その中身がＩＣＴ機器以外にもあるよ

うでしたら、この際ですからお聞きして

おきたいというふうに思います。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 保育対策総合

支援事業費補助金についてなんですけ

れども、平成２８年度には業務効率化推

進事業を実施しておりまして、既に１１

園のほうで導入、保育支援システムの導

入がなされています。そのほかに、委員

がおっしゃられるように、メニューがさ

まざまございまして、今本市で活用させ

ていただいていますのは、市の宿舎借り

上げ支援事業、それから小規模の保育事

業所の改修支援事業、こちらについて本

市のほうで実施している状況でござい

ます。 

○安藤薫委員長 弘委員。 

○弘豊委員 ありがとうございます。 

 今回、取り組まれる分の業務効率化推

進事業でＩＣＴ機器の導入ということ

では、一定、市内の民間園で幾つも取り

組まれてきているというふうなことで

あります。これについては、保育所やこ

ども園において、いろんな子どもの状況

を、通園の時間帯もばらばらだったり、

また、子どもたちのいろいろと出てくる

問題などの中で、本当に事務の効率化の

サポートという意味では、大事な事業だ

というふうには思うわけです。 

 ただ、それとあわせてやっぱり今保育

士不足の問題というのは深刻になって

いる中で、保育士の人材確保と定着と、

先ほど水谷委員も言われていたと思う

んですけれども、そういったことに取り

組んでいくことがすごく大事で、そうい

った意味では国のほうでも取り組まれ

ているこの保育対策総合支援事業費補

助金のメニュー、保育士確保対策みたい

なことで、一定、幾つか上げられていま

すが、それぞれの法人、事業所の中で調

べて使える部分は使っていくようにな

っているのかと思います。このあたりの

ところで平成２８年度から取り組まれ

てて、平成２９年度、平成３０年度と続

けていく中でいろいろと拡充している

制度なんかがあると思うんですけども、

そのような制度が使われる動向という

ふうなことをもし把握されていれば聞

いておきたいなというふうに思うんで

すけれども、いかがでしょうか。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 保育士の確保

ですね、各民間園ともに苦労されている

現状ではあります。その中で、本市とし

ましても、民間園で組織されています保

育連盟にどういった確保支援策が有効

になるのかというところもお伺いした

中で、予算の関係もございますが、また

民間園とお話をしながら、できるだけ確

保につながるような形で支援のほう検

討してまいります。 

○安藤薫委員長 弘委員。 

○弘豊委員 ありがとうございます。 

 また、いろんな場を通じてそういった

ことでは情報も把握していってもらっ

たり、また、市のほうから情報提供なん

かも随時していってもらいたいという

ふうに求めておきます。 

 私も今回、ちょっと調べてて、この保

育対策総合支援事業費補助金の中で、ど

んなことができるのかを見てたんです

けれども、やっぱりその中で言いました

ら、保育人材の確保、保育士をしっかり
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と確保・定着させていくというふうなと

ころに力を注いでいくというふうなこ

とが大事なんだろうなというふうに思

っています。やっぱり公立園は、しっか

り公的責任を果たしていくことをいつ

も言っていますけども、同時にやっぱり

民間の園も、その中身の体制を充実させ

ていくというふうなことは大事な課題

というふうに思っていまして、やっぱり

公立と民間との間で大分保育士等の給

料の格差とかもありますので、待遇がな

かなか厳しくて、そこで定着しづらいと

いうふうなことがあるというふうに多

くの方から聞いています。 

 実際私の姉も、保育士をしてて、２０

代で民間保育所に入りましたが、ただや

っぱりここでは続けていけないといつ

も漏らしてて、結婚を機に退職したとい

うふうな経過があります。 

 ただ、やっぱり保育士を続けたいとい

うふうな思いは持ってて、子ども３人育

てて一番下の子が中学に上がったころ

にもう一度やろうと、お隣の吹田市の公

立の園へパートから出発して、また働き

始めているというふうな経過が実はあ

ります。やっぱり待遇差で働き続けられ

るのかどうかというふうなことがあり

ますし、国の調べなんかでも、やはり保

育士の絶対数が足りないというよりも、

待遇なりその処遇が安定したら続けた

いという、潜在的に保育士を希望してい

る人たちというのは一定数いてるとい

うふうなこともはっきりしているわけ

で、そういった意味では、摂津市の中で

も国のいろんな補助金のメニューなん

かを利用するのと合わせて、保育士の宿

舎借り上げの点では、摂津市もやりまし

たよと言っていますけど、割と近隣でも

やっているところも多くなっていると

いうようなことを聞きますし、近くでは

箕面市なんかは宿舎借り上げなんかは

やっていないけれども、賃金に上乗せす

るような補助金、そういうメニューをつ

くっているというふうなこともありま

すので、もしできたら市独自でもいろん

な支援を、鋭意検討していただけたらな

というふうに思っております。 

 先日開所したＫＥＮＴＯひまわり園

なんかでも、保育士の確保がもっとスム

ーズにできるようやったら、もっと受け

入れの人数もふやせるみたいなことも

おっしゃっていたというふうに思うの

で、そこらあたり、市としても課題にな

っていると思うので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 ほかいかがですか。 

 楢村委員。 

○楢村一臣委員 今、保育対策総合支援

事業費補助金と通所給付費については

お聞きしましたので、その下の過年度分

国庫返還金の事務的なことだけお聞き

したいと思います。 

 恐らく、この過年度分国庫返還金につ

いては、児童手当の確定に伴う返還金だ

と思うんです。大体こういうふうな手当

等については、最初の申請を出されると

きに見込みで出して、最後に実績がそこ

までいかなくて、もらっていた分を返還

するような流れではないかなとは思っ

ているのですが、こういったものについ

て、逆に追加でもらわないといけないよ

うなケースがあるのかどうかをお聞き

したいのと、あるとしたらどういったこ

とが起きてそういうふうなことが生ま

れるのかをお聞かせいただきたいです。 
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 それとあわせて、申請から国庫補助金

を受けて返還に至るまでの流れについ

て、わかれば教えていただきたいので、

事務的なことで申しわけないですけど

お願いします。 

○安藤薫委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 この過年度

分の国庫返還金につきましては、委員が

おっしゃられましたとおり、児童手当の

国庫負担金の返還金でございます。 

 まず、事務的な流れとしましては、当

初予算を上げまして、その後、当初申請

のほうを行います。当初見込みです。予

算とほぼ同額の負担金の申請を行いま

して、その後、国のほうから概算交付の

決定がまいります。次に年度途中に、精

算交付申請ということで、再度これまで

の状況、また今後の見込みを見込んだと

ころで、最後の申請を行いまして、翌年

度に実績報告のほうをしてくというふ

うになっておりまして、今回につきまし

ては、最終、児童手当の支給対象者の延

べ人数のほうが、当初見込みよりも減っ

ているという形で返還金のほうが生じ

ているという状況でございます。 

 もう一つ、追加のケースも逆に出てく

るわけでございまして、その場合につき

ましては、先ほど申した逆で、当初見込

みよりも対象者の伸びがあったという

ふうな場合、そういう場合につきまして

は、追加交付というケースも出てくる場

合もございます。 

○安藤薫委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 ありがとうございま

す。 

 年度途中での精算交付申請、どれぐら

いを見込むかにもよるとは思うんです

けども、追加で申請になるというのは、

児童手当を払わないといけない人がふ

えるということですよね。だから、そう

いったときのケースっていうのは、転入

とかで入ってこられたり、ある程度見込

んでいたよりも大きくなったというよ

うなこととかが理由でよろしいんでし

ょうか。お願いします。 

○安藤薫委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 特段年度途

中で制度等で支給額の変更等がない限

りは、今、委員がおっしゃられましたよ

うに対象者の増ですので、子どもの出産

でありますとか、転入でありますとか、

そういうものが影響してくるものと考

えております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 ほかよろしいでしょ

うか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 それでは、以上で質疑

を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時２５分 休憩） 

（午前１０時２６分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 議案第８９号及び議案第９０号の審

査を行います。 

 本２件については、補足説明を省略し

質疑に入ります。 

 弘委員。 

○弘豊委員 そうしましたら、指定管理

者指定の件について、私のほうから１点

だけ確認の意味を込めて聞いておきた

いと思います。 

 今回、この委員会に託されているのは、

摂津市立第１児童センターと摂津市立

児童発達支援センターということで、ど

ちらも非公募の形で社会福祉法人摂津
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宥和会に委託していくというふうに出

ていますけれども、前回、そのうちの摂

津市立第１児童センターのほうは公募

で受けていたと思うんですが、今回、非

公募でされている、この点について理由

や経緯をお知らせいただけたらと思い

ます。 

○安藤薫委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 摂津市立第

１児童センターにつきまして、今回、非

公募についてでございます。この公募、

非公募につきましては、平成２５年の３

月に策定されました指定管理者制度導

入に関する指針というのがございまし

て、その中で募集の手続の中で非公募と

しましては、以下のことを客観的に根拠

づけできる場合に限り非公募とすると

いう原則が文面では書いてございます。

今回の摂津市立第１児童センターにつ

きましては、前回この指針の前のもので

ございましたので、公募のほうさせてい

ただいておりましたが、今回、その中で

公募により選定された指定管理者が当

該指定期間中の施設運営について一定

の条件を満たした場合というものがご

ざいます。その中で、我々が毎年評価を

しておるところ、また、第三者評価とい

うところで、児童健全育成推進団体とい

う第三者評価のほう、平成２９年度にも

行いまして、その中でも高い評価をいた

だいております。 

 特に高い評価としていただいておる

のが、地域とのかかわりですね。摂津市

立第１児童センターのＯＢであります

とかＯＧ、また地元の自治会の役員の方

がボランティア活動していただいたり、

また、大阪人間科学大学の学生がいろい

ろな事業にかかわって子どもたちに接

していただいている、そういうふうなと

ころを評価されて、今回、そういう点か

らやはり今後子どもの居場所、また、健

全育成については、これまでどおり社会

福祉法人摂津宥和会でお願いするとい

うのが最も適しているということで、非

公募というところで選定のほうさせて

いただいております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 弘委員。 

○弘豊委員 ありがとうございます。 

 今、おっしゃられたみたいに、やっぱ

り地域に根差した摂津市立第１児童セ

ンターの役割、また子どもたちの健やか

な成長を見守って、そこで育った子ども

たちが愛着を持っていろいろと地域の

中で役割を果たしていただいていると

いうふうなこともあったのかなという

ふうに思っています。 

 昨年、ちょうど周年記念事業があって、

私も招待を受けて参加させてもらった

んですけども、そこで育った子どもが大

人になってもかかわりを持って、また、

ここの職員として働こうということを

決意されていたようなことからしたら、

本当にうれしいことだなと思いました。 

 こういう事業をされているところが、

公募であった場合には契約期間の５年

等で事業者がころころ変わっていくよ

うなことになったときには、やっぱりそ

れはそれで残念で、ある意味委託による

弊害みたいなことが出るのかなという

ふうに思ったりもするわけです。 

 今回、こういった形で提案されてきた

ことについては、評価もしていきたいな

というふうに思いますし、また引き続き

この事業の発展に市のほうも協力して

取り組んでいただけたらなというふう
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に思います。 

 私からは以上です。 

○安藤薫委員長 ほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 以上で、質疑を終わり

ます。 

 次に、議案第９４号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し質

疑に入ります。 

 弘委員。 

○弘豊委員 議案第９４号摂津市立児

童発達支援センター条例の一部を改正

する条例制定の件ですが、この文面を読

んだだけではなかなか内容がわかりに

くいというふうに思いますので、ちょっ

とこの際ですから、これまでとどう変わ

ることになるのか、また変わらないのか、

そこも含めて教えていただけたらと思

います。 

○安藤薫委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 今回の摂津

市立児童発達支援センター条例の改正

につきましては、使用料の額の特例とい

うことでございます。 

 使用料につきましては、第１６条のほ

うで定めておりまして、もともと児童福

祉法によっていろいろなサービスを受

けたときには、利用者の負担金を徴収す

ることとなっております。ただ、摂津市

としましては、未就学児につきましては、

早期発見、早期対応ということが重要と

いうことで、条例または要綱の中でその

サービスの負担を軽減、無料とさせてい

ただいておるところでございます。 

 今回の保育所等訪問支援事業につき

ましては、創設当時なんですけども、も

ともと保育所または幼稚園ということ

で、未就学児をターゲットとして想定を

しておりまして、就学児のサービスとい

うのは例外的で余り想定していなかっ

たという点がございます。 

 それと、保育所等訪問支援事業につき

ましては、ほぼつくし園のみのサービス

提供になるであろうというところで、使

用料につきましては、全て無料とさせて

いただいておったんですけども、ここ数

年でつくし園の中でも小学校の訪問事

業を利用される方、また、民間事業所の

ほうでも利用される方というのが出て

きておりまして、そのため、今回この使

用料につきまして、保育所等訪問支援事

業の未就学児については無料、就学児に

ついては児童福祉法にのっとりまして、

利用者負担金のほうをいただくという

形の条例改正でございます。 

○安藤薫委員長 弘委員。 

○弘豊委員 今回対象となるのが保育

所等訪問支援事業なわけですけれども、

ちょっとこの際ですから、保育所等訪問

支援事業を小学校に上がった子どもた

ちも受けられるということが、私も含め

て委員もちょっとイメージが持ちにく

いかなというふうに思うんで、このあた

りは実態としてどういう感じの支援を

やられているのかお教えいただけたら

と思います。 

○安藤薫委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 保育所等訪

問支援事業につきましては、それぞれの

事業所のほうから訪問支援員という方

がそれぞれの保育所また小学校のほう

に出向きまして、発達に障害のある方に

対してそういう小学校であるとか、保育

所の集団の中でなじめているか、集団生

活がうまく送れているか、そのためにど

ういうふうな支援が必要か、保護者の家
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庭でのフォローというのはどういうの

が必要かというものと、またそれぞれ学

校でありますとか、幼稚園、保育所の先

生に対しても療育のためにこういうふ

うなことに気をつけていただきたいと

か、そういうふうな支援をしているサー

ビスでございます。 

○安藤薫委員長 弘委員。 

○弘豊委員 ありがとうございます。 

 大事な取り組みをされていて、必要だ

から保育所、未就学児だけでなくて小学

校に上がった児童のほうにも取り組み

が広がっていっているものだというこ

とを改めて思いました。 

 そういった意味では、事業の名称が保

育所等訪問支援事業ということですが、

ここらあたりも名称そのものを見直す

ことも要るのかなと、ご説明を聞いて感

じたりしました。 

 その点については、また今後だろうと

いうふうに思いますが、保育所等という

名称なのに、どうして就学児童も対象な

のかと、わかりにくい部分があるかと思

いますので、そこらあたり、ちょっとま

た検討していただけたらというふうに

思います。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 ほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 以上で、質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時３７分 休憩） 

（午前１０時３９分 再開） 

○安藤薫委員長 では再開いたします。 

 議案第７０号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 水谷委員。 

○水谷毅委員 それでは質問させてい

ただきます。 

 まず、１点目は、今回、１ページにも

ございますけども、給与に関する部分の

補正がございます。詳細につきましては、

１１ページに記載がございますけども、

他会計からの異動ということで書いて

いるんですけども、その詳細についてお

聞かせいただきたいと思います。 

 それからもう一点は、今回第３条の債

務負担行為の件で補正が上がっており

ますけども、限度額という言葉の意味合

いがちょっとわかりにくい部分があり

ますので、その内容とどういう場合にそ

ちらのほうが補正をされるのかについ

て、お聞かせいただきたいと思います。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 水谷委員から

ご質問がございました、予算書の１１ペ

ージでございます。給与に関する補正で

ございますが、他会計からの異動による

増と他会計への異動による減という内

容で、もともと水道事業にいましたけれ

ども、２人とも退職という形でございま

す。この３月で退職されたのですが、１

人は正職員、１人は再任用職員です。私

どもは全て水道事業出向という身分的

なものでございますので、退職時に他会

計に異動という形の表記がなされてい

る内容でございます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 では、債務負担行

為についてのご質問にお答えさせてい

ただきます。 

 まず、限度額といいますものですけれ
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ども、これは二つの事項がございます。

それぞれの事項において最大限この金

額の中で納められるというような意味

合いでとっていただいてよろしいかと

思います。 

 次に、給配水管維持管理事業・配水管

整備事業のこの２点で、今回、債務負担

を上げた理由ということについてご説

明させていただきます。 

 まず、給配水管維持管理事業につきま

してですけれども、これにつきましては、

平日の夕方１７時１５分から翌日の９

時までと、それから土曜日、日曜日の終

日につきまして市民の方からの漏水と

かの問い合わせを受けています。まずこ

れは、給配水の待機業者のほうでまず対

応していただくというようになってお

ります。委託期間につきましては、４月

１日から翌年の３月３１日までという

期間になっておりますので、どうしても

４月１日から委託業務を始めないとい

けませんので、それまでに決めなくては

いけないということがありますので、債

務負担行為として上げさせていただき

ました。 

 次に、配水管整備事業、別府一丁目２

０番地内配水管布設工事についてです

けども、工事につきましては、早期発注

を考えながら工事の平準化、発注の平準

化をできるだけ図りたいと考えており

ます。これはなぜかといいますと、どう

しても年度内に工事を行うことにおき

まして、年度後半に工事の発注が集中す

るということになります。となりますと、

やはり受注業者等につきましても、多く

の工事をさばかなくてはいけないとい

う形にもなりますし、やはり工事を平準

化することによって、比較的施工業者の

ほうが工事の少ない時期に発注するこ

とができれば、経済的なことの側面でも

節減を図れるのではないかというよう

なことを考えておりまして、まずその中

の、私どもで持っています工事の中で、

一番最初にやりたいと考えている場所

につきまして、事前に配水管整備事業と

してこの工事１件を上げさせていただ

いた、このようになっております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 異動による給与の件に

ついては、内容は理解できました。上下

水道ともに最小人数で取り組まれてお

ると思うんですけども、１名減になった

ということでの業務への影響について

お聞かせいただきたいなというふうに

思います。 

 もう一点、債務負担行為の件につきま

しては、２件ご説明いただきました。市

の会計年度と委託業者への発注のタイ

ミングの違いがあったりとか、閑散期に

発注をして工事単価を下げるという件

で内容が理解できました。 

 どうしてもまたがる部分が出てくる

とは思うんですけども、しっかりその辺、

二、三年ぐらい見通していただいて、今

後も努めていただきたいなと思います。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 水谷委員の２

回目のご質問にお答えさせていただき

ます。 

 今年度、４月から上水道事業の職員が

減少しているところでございますが、平

成２９年度から上下水道部になりまし

て、企業でございますので、できるだけ

人件費というのは削減させていかなく
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てはいけない、それは統合のメリットで

あったかなというところでございます。 

 ただ、予算書を見ていただいたらおわ

かりかと思いますけども、人数の内容よ

りもやっぱり年齢的な問題、高齢化して

いることが、上水道事業の中で危惧して

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 ことしは大きな災害が

ございました。そういう意味で、上下水

道ともに安全・安心というのを確保する

うえで、今までどおりの考え方での人員

配置ではちょっと不都合な部分もある

と思います。今回の補正は補正としまし

て、そういう人員配置、迅速な対応含め

まして、来年度に向けてしっかりまた検

討いただきたいことを要望として終わ

ります。 

○安藤薫委員長 ほかございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 次に、議案第７１号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し質

疑に入ります。 

 水谷委員。 

○水谷毅委員 それでは下水道のほう

にかかります内容でご質問をさせてい

ただきます。 

 今回、こちらのほうも給与のほうで２

名の異動ということで入っております

けども、先ほどの答弁と同じような内容

であればそう受けとめてよろしいのか、

これについてお聞かせをいただきたい

と思います。 

 ２点目の第３条の資本的収入ですけ

ども、補正の金額が１億５，９００万円

程度の、結構大きい数字になってきてお

るんですけども、今回の補正で行わなけ

ればならなかったその理由について、お

尋ねしたいと思います。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 水谷委員から

のご質問にお答えさせていただきます。 

 先ほどの件でございますが、ちょうど

水道事業の予算書１１ページ、給与の部

分でございますが、下水道事業と水道事

業とちょっと色合いが違ってきます。他

会計の異動というところでいいますと、

一般会計から来た職員と退職者も１人、

それと新規採用がいます。他会計からの

異動の増としましては、一般会計からの

１名と新規採用職員でございます。他会

計への減の異動としましては、定期人事

異動による職員１名と退職した職員１

人というところでございます。当初予算

よりは１人は減少しているところでご

ざいますが、表示的には上水道事業と下

水道事業の違いはございません。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 江草課長。 

○江草下水道事業課長 この時期に補

正の必要性についてのご質問でござい

ます。今回の補正で金額の大きいところ

につきましては、三箇牧鳥飼雨水幹線の

工事費の増によるものでございます。こ

の工事を進めるに当たりまして、想定外

の地下の構造物等が出てまいりまして、

工法の変更等の必要が生じてまいりま

した。その工法の変更の費用ということ

と、あとこの工事につきましては工期を

おくらせられないというところがござ

いますけど、今回、この当初工事につき

ましては、平成３１年２月１５日までの
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工期で進めておりましたけど、この想定

外の構造物、これに対処するために、工

期については約１年、平成３２年３月ご

ろまでの工期の変更もあわせて行いた

いと。この変更を行うがためには予算の

確保、裏づけが必要になってまいります

ので、この時期に補正の要求をさせてい

ただいたということでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 人事異動の件と、それか

ら三箇牧鳥飼雨水幹線のほうの障害物

の撤去ということで、内容は理解できま

した。 

 今後、先ほど申し上げました災害対策

も含めまして、そちらのほうの対策も考

慮しながら、無事故で工事を終えていた

だきたいことを要望して終わります。 

○安藤薫委員長 ほかございますか。 

 弘委員。 

○弘豊委員 そうしましたら、私のほう

からも１点、三箇牧鳥飼雨水幹線の建設

工事について、お聞きしておきたいとい

うふうに思います。 

 先ほど答弁の中で地下構造物の予期

せぬ物が出てきて、工期と工事内容の変

更が生じたということですが、当初考え

ていた工事の費用面でいったら、どの程

度その影響が出てくるものなのか。工期

でいったら、先ほど１年ほど伸びてしま

うとおっしゃられていましたけれども、

そこらあたりを教えていただきたいと

思います。 

○安藤薫委員長 江草課長。 

○江草下水道事業課長 弘委員のご質

問にお答えさせていただきます。 

 今回の工事でありますけど、当初につ

きましては、一般的な工法を行う予定で

おりました。今回の工事場所につきまし

て、新幹線の下を抜けるというのと、主

要な府道でありますので、そこにＮＴＴ

とか大阪ガス、大阪広域水道企業団の管

が錯綜している場所に１．８メートルの

管を推進で入れるということで、発注後、

実際にいろいろ調査したところ、想定外

の構造物があるということで、今回、そ

の構造物を削りとって進むというふう

な工法に変更しました。 

 工法につきましては、この場所につい

てはその工法しかないと考えておりま

す。この工事費につきましては、機械の

費用及びいろいろ削りとっていくとい

う形で、土砂についても産業廃棄物とし

て処理する必要が出てまいりますので、

あわせまして約３億円の増となるもの

でございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 弘委員。 

○弘豊委員 実際に工事に取りかかっ

てみてそういう当初予想し得なかった

ことが起きてくるというふうなことは

あるのかなというふうには思うんです

けども、やっぱり全体事業費も大きいで

すから、今回約３億円の増ということで

ございますけれども、全体の事業費がど

れぐらいあって、それから負担の費用、

国からの補助金等々、そこらあたりとの

関係で、今回債務負担行為と企業債とい

うふうなことで、年度をまたいでいくか

らその全体像が、これだけではわかりに

くいので、今わかる範囲で教えていただ

きたいと思います。また全体の分がわか

ったら、そういう資料を委員のほうにも

いただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

○安藤薫委員長 江草課長。 
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○江草下水道事業課長 弘委員の２回

目のご質問にお答えさせていただきま

す。 

 この工事につきましては、当初、５億

６，６３５万２，０００円で契約してお

ります。第１回の変更といたしまして、

平成２９年度末、平成３０年３月２３日

にそこまでの出来高の変更を行ってお

りまして、現在、５億７，１５１万８，

７２０円になっております。ここから約

３億円の増になるということでござい

ます。 

 補助金等ということのご質問であり

ますけど、この工事につきましては摂津

市と高槻市の一定負担をいただいて行

っておる工事でございます。おおよそで

ございますけど、まず工事費の約半分、

２分の１につきましては国費の対象と

なりまして、この国費を得る手続は進め

ております。ただし、最近、社会資本整

備総合交付金（防災・安全）につきまし

ても１００％つかないということもあ

りますけど、とれる手だてにつきまして

は、国のほうに直接要望を行うなど、で

きるだけの努力はしております。先ほど

申しました負担ですけど、全体の工事費

から国費をもらった分を差し引いた分、

そのうち８３．５６％については高槻市

のほうから負担金をいただく。残り１６．

４４％というのは摂津市の負担、そうい

う形で工事を進めておるというもので

ございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 弘委員。 

○弘豊委員 改めて大きな費用が出て、

今回の工事費の増というのは痛いなと

感じました。そんな中ですけども、この

雨水幹線の整備というふうなことでい

ったら、近年豪雨被害が多く発生してい

ることから、急いで整備もしてほしいと

いうふうなことなのかなと思っており

ます。 

 費用面、また工事の関係、中身につい

ては、鋭意精査してもらって、また中身

についての詳しい報告については、後日

いただけたらなというふうに思います。 

 以上にしておきます。 

○安藤薫委員長 ほかございますか。 

 楢村委員。 

○楢村一臣委員 先ほど水谷委員のほ

うから質問のありました、１１ページの

職員数の異動状況のところなんですけ

ども、真ん中に現に在職する職員の異動

状況ということで、他会計からの異動に

よる増で２人と、他会計への異動による

減でマイナス２人で、下にゼロというふ

うな形で書いてあります。上の補正前と

補正後の数字で、補正前のところに現に

在職する職員数が１２人で、その他１人

で１３人と書いていて、補正後では同じ

く１２人とゼロで１２人というふうな

ことで書いているんですけども、下の数

字を見ると２人他会計から来て、他会計

へ２人出ていったとなっていて、この１

３人から１２人に減った意味がこの表

を見ている限りではわからなかったの

で、どういったことか教えていただけま

すでしょうか。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 楢村委員から

のご質問にお答えさせていただきます。 

 補正前の現に在職する職員数としま

しては、昨年度２月２日時点の現職員で

ございます。正職員１２名、再任用職員

１名。それで、その間新年度予算までに

当初予算の中では１名増と、１３名の再
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任用ゼロで計画していたんですけども、

新規採用職員が入ってこなかったとい

うところで、補正後としての１２人でご

ざいます。 

 そこの部分でいいますと、先ほど楢村

委員からおっしゃった他会計から２人

来て他会計へ２人異動してということ

でゼロになっているんですが、再任用職

員が１名退職しているというところで、

そこで１人は減ってきているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 他会計からの異動に

よる増２人で、これ先ほどの話では、一

般会計から１人と新規採用職員で１人

というふうに答弁されたと思ったので、

となると、今の参事の答弁では、新規採

用職員が入ってこなかったとおっしゃ

られたので、ちょっとつじつまが合わな

いのかなと思いまして、お願いします。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 はっきり説明

できなかったかと思いますけども、先ほ

どの新規採用、今言っているのは２段目

の補正前で当初予算の部分でございま

す。補正前で、現に在職する職員数が１

２人と１名再任用、その他のところでプ

ラス１名のマイナス１名。そうすると１

３人のゼロ人となっております。 

 ですので、先ほどおっしゃっている中

で言いますと、現状としては先ほど水谷

委員に答弁させていただいたように、下

の段に書いてあるとおりで、職員増減な

し、再任用１名減でございます。そこと

の差で、補正後としては１２人のゼロ、

１人減らした補正予算を今回組ませて

いただいているというところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 ほかよろしいですか。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 余り私の立場でい

ろいろと申し上げるべきではないのか

なと思っておりますけれども、あくまで

も意見として少し申し上げたいと思い

ます。 

 先ほどから水谷委員、あるいは弘委員

からこの三箇牧鳥飼雨水幹線の予算の

増額について、いろいろと質問もされ、

ご指摘があったと思います。やっぱり客

観的に見た場合の、今回の予算の増額が

非常に大きな増額であるということは、

事実としてあるんだろうと思います。 

 しかしその一方で、特に分流地域にお

ける雨水の整備を考えた場合に、非常に

心もとないということがあって、やはり

この三箇牧鳥飼雨水幹線と合わせて東

別府については、しっかりやっていくと

いう上下水道部としての大きな意思が

あって、我々議会としてもそのことをし

っかりと尊重していきながら、やってき

たんだろうというように思っておりま

す。 

 そのことについては、しっかりとやっ

ていただきたいなという思いがあるん

ですけども、若干工期についてはおくれ

てしまったということについては、残念

な思いもありますが、しかし地中の状況

がなかなかわからないということで、や

むを得ないところもあると思っており

ます。当然この工事を発注するまでにい

ろいろと試掘もされていろいろ調査も

された上でのことなんだろうと思って

おりますけれども、しかし今回の三箇牧

鳥飼雨水幹線は、上下水道部にとっての
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大きな課題である、いわゆる技術の蓄積、

伝承ということを考えれば、そういった

側面からも非常に大きな工事なんだと

いうことがあったと思います。 

 ということは、今回の予算の増に見合

っただけの技術やノウハウの蓄積をど

れだけできるのかということが大変大

きいんだと思っておりますので、ぜひそ

の点についてはしっかりと蓄積をして

いただいて、今後また大きな工事が待っ

ているので、その際にしっかりと生かし

ていけるような体制をつくっていただ

きたいということを委員会として申し

上げたいと思います。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 次に、議案第９３号、所管分の審査を

行います。 

 補足説明を求めます。 

 山口上下水道部長。 

○山口上下水道部長 議案第９３号、摂

津市職員の育児休業等に関する条例等

の一部を改正する条例制定の件のうち、

第６条、摂津市企業職員の給与の種類及

び基準に関する条例の一部改正につき

まして、提案内容の補足説明を申し上げ

ます。 

 企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例では、フルタイムでない職員に

つきましては、制度的な均衡を図る観点

から、割り増し分の時間外勤務手当の支

給は、週３８時間４５分に達するまでの

間の勤務については支給しない旨を規

定しており、今回の改正では、フルタイ

ムでない職員の種類に育児短時間勤務

職員を追加するものでございます。 

 また、配偶者同行休業の承認を受けた

職員の給与について、休業している期間

は支給しない旨の規定を追加するもの

でございます。 

 次に、附則でございますが、この条例

は平成３１年４月１日から施行するも

のでございます。 

 以上、議案第９３号の補足説明とさせ

ていただきます。 

○安藤薫委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 水谷委員。 

○水谷毅委員 では、質問させていただ

きます。 

 上下水道部の平均年齢から考えると、

３０代後半ということになっていると

思うんですけども、今回のこの条例改正

で影響のある職員が、いらっしゃるのか

どうかについてお尋ねしたいと思いま

す。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 水谷委員から

の質問にお答えいたします。 

 今回の条例改正について、上下水道部

には若い職員も在籍しておりますので、

今後の部分で言いますと、必ずしも女性

がとらなければならない条例ではない

かと思います。男性がとることもござい

ます。その辺を考えますと、最近でも子

どもが生まれた職員もおりますので、そ

こから小学校に入るまでの間というの

は可能性がございます。 

 また、今育児休業をとられている職員

も１名いますので、その辺から考えまし

ても、上下水道部としてこの条例を生か

せる部分はあると考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 現状は理解できました。
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こういう制度が変わるときに、その改正

で職員が働きやすくなる、やりがい持っ

て取り組めるという面では必要だと思

いますが、そういう制度を利用したいと

思ったときに、上下水道部の中で相談が

できる体制があるのかどうかについて

お聞かせください。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 職員から言い

にくいというお話でございますが、私ど

も上下水道部として安全衛生委員会と

いうのがございまして、メンタルヘルス

面、パワーハラスメント面というところ

では、なかなか本庁の人事のほうにお話

ししにくい内容で、言いにくいというと

ころでございます。私は経営企画課の課

長をさせていただいており、その中で、

職員にはもし言いにくいことがあれば、

個別に対応させていただくということ

で、その窓口として私のほうでやらせて

いただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 今の上下水道部の皆さ

んの年齢構成を考えると、あるときをも

ってたくさん若手の職員の方を登用し

ないといけないということも予想され

ております。そういう意味で、上下水道

部とは異なりますけども、保育士や教員

においても、経験年数の浅い職員が多く

いて頑張っておられる現状です。そうい

うことを見越してしっかり職員の皆さ

んが本当にやる気を持って働けるよう

な、そういう環境づくりにより一層努め

ていただきたいことを要望して終わり

ます。 

○安藤薫委員長 ほかございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時１１分 休憩） 

（午前１１時１３分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 討論なしと認め、採決

いたします。 

 議案第６９号所管分について可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 全員賛成。よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第７０号について可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 全員賛成。よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第７１号について可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 全員賛成。よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第８９号について可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 全員賛成。よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第９０号について可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 全員賛成。よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第９３号所管分について可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 
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○安藤薫委員長 全員賛成。よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第９４号について可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 全員賛成。よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

 これで本委員会を閉会いたします。 

（午前１１時１４分 閉会） 
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